
お知らせ

児童手当の現況届は提出済ですか？！ 問　こども家庭課

　　☎内線1732、1733

①	

児
童
手
当
現
況
届
の

提
出

　
現
在
児
童
手
当
を
受
け
て
い

る
方
は
、
６
月
以
降
の
支
給
に
つ

い
て
、
引
き
続
き
受
給
要
件
が
あ

る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
現
況

届
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
提
出
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
早
急
に
こ
ど
も
家

庭
課
へ
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

提
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
10
月
の
定

期
支
払
い
に
間
に
合
わ
ず
、支
払

い
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
対
象
者
に
は
、
ご
案
内

の
通
知（
必
要
書
類
な
ど
含
む
）

を
６
月
１
日
付
で
発
送
し
て
い

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
　
郵

送
で
も
受
け
付
け
ま
す
が
、次

の
点
に
注
意
し
、
こ
ど
も
家
庭

課
ま
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

①
封
筒
に「
現
況
届
、
在
中
」と

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

②
現
況
届
の
記
載
欄
の
電
話
番

号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

③
郵
送
す
る
書
類
を
再
確
認
願

い
ま
す
。
不
備
が
あ
る
場
合

は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

②	

平
成
27
年
度
の	

児
童
手
当
制
度

◆
支
給
対
象
　
中
学
校
卒
業
ま

で（
15
歳
の
誕
生
日
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
）
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方

◆
支
給
額

※�

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
の

所
得
が
所
得
制
限
限
度
額
以

上
の
場
合
は
、
特
例
給
付
と

し
て
月
額
一
律
５
０
０
０
円

を
支
給
し
ま
す
。（
例
）
…
妻

お
よ
び
児
童
２
人
を
扶
養
し

て
い
る
場
合
、
所
得
制
限
限

度
額
は
、
７
３
６
万
円
。

※�「
第
３
子
以
降
」と
は
、
高
校

卒
業
ま
で（
18
歳
の
誕
生
日

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
の
養
育
し
て
い
る
児
童

の
う
ち
、
３
番
目
以
降
を
い

い
ま
す
。

子育て世帯臨時特例給付金ついて 問　こども家庭課

　　☎内線1732、1733

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
と
は
…

　
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
の
影

響
な
ど
を
踏
ま
え
、
子
育
て
世

帯
に
対
し
て
、
臨
時
特
例
的
な

給
付
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
る

も
の
で
す
。

①
支
給
要
件

◆
支
給
対
象
者
　
平
成
27
年
６

月
分
の
児
童
手
当
を
受
給
さ

れ
る
方
が
対
象
で
す
。公
務
員

の
方
は
、平
成
27
年
６
月
分
の

児
童
手
当
を
所
属
庁
か
ら
受

給
さ
れ
る
方
で
、平
成
27
年
５

月
31
日
時
点
で
牛
久
市
に
住

民
票
が
あ
る
方
が
対
象
で
す
。

※�

特
例
給
付（
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
の
所
得
が
児
童
手

当
の
所
得
制
限
限
度
額
以
上

の
場
合
に
、児
童
１
人
当
た
り

月
額
５
０
０
０
円
を
支
給
し

て
い
る
も
の
）を
受
給
さ
れ
る

方
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◆
対
象
児
童
　
支
給
対
象
者
の

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手

当
の
対
象
と
な
る
児
童

◆
支
給
額
　
対
象
児
童
１
人
に

つ
き
３
０
０
０
円

②
申
請
方
法

◆
申
請
先
　
牛
久
市
役
所
こ
ど

も
家
庭
課

◆
申
請
期
間
　
平
成
27
年
６
月

１
日（
月
）～
12
月
１
日（
火
）

※�

申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
！

◆
提
出
書
類

・
牛
久
市
か
ら
児
童
手
当
を
受

給
さ
れ
る
方
…
申
請
書（
児

童
手
当
の
現
況
届
の
裏
面
）

※
ご
署
名
を
お
忘
れ
な
く
！

・
公
務
員
の
方
…
①
申
請
書

（
公
務
員
用
）※
受
給
状
況
証

明
欄
に
所
属
庁
の
証
明
済

の
も
の
。
②
振
込
口
座
が

確
認
で
き
る
書
類（
通
帳
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
写

し
）※
た
だ
し
、平
成
26
年
度

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
を
牛
久
市
に
申
請
し
、
そ

の
と
き
と
同
一
口
座
を
希
望

す
る
場
合
は
、
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

◆
受
け
取
り
方
法
　
10
月
以
降

に
振
り
込
み
予
定

児童の
年齢

児童手当の額
（1人当たり月額）

3歳未満 一律15,000円

3歳以上
小学校
修了前

10,000円
（第3子以降は
 15,000円）

中学生 一律10,000円
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